
1. 65歳以上のワクチン接種状況

２．64歳以下のワクチン接種計画

３．各種団体のみなさまへのお願い

金沢市 新型コロナ・ワクチン接種について
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１．６５歳以上のワクチン接種状況
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区　　分 内　　容

対象人数・回数
　　　　　　　　　　　 約　１２１，０００人
                       約　２４２，０００回

接　種　実　績
（令和３年６月20日現在）

１回目の接種終了者　　　　　６８，６７１人（対象人数の５６．８％）
このうち２回目の接種終了者  １５，５５５人（対象人数の１２．９％）

集　団　接　種

 令和３年６月１９日（土）～７月２２日（木）　３会場で実施

　     金沢市役所第二本庁舎　水曜日・木曜日・土曜日の午後
　　　 　　　　　　　　　    日曜日の午前、午後

　     近江町交流プラザ　　　水曜日・木曜日の午後

　     石川県予防医学協会　　日曜日の午前、午後



１．６５歳以上のワクチン接種状況
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２．６４歳以下のワクチン接種計画
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区　　分 内　　容

対　　　象　　　者 　１２～６４歳の方　　約　２８３，０００人

優　先　接　種　者
接　種　券　発　送

①６０～６４歳の方　　　　　７月　１日発送

②基礎疾患のある方　　　　　７月　１日以降、準備が整い次第、順次発送

③高齢者施設・児童福祉施設等に従事する方（エッセンシャルワーカー）
　　保育所等に従事する方　　６月１６日以降、順次発送
　　上記以外に従事する方　　７月　１日以降、準備が整い次第、順次発送

上 記 以 外 の 方
接　種　券　発　送

④５９歳以下の方（接種券：年齢別に分けて段階的に発送 → 到達後接種可能）
　　　　　　５０～５９歳　　７月１６日発送
　　　　　　４０～４９歳　　７月２３日発送
　　　　　　２３～３９歳　　７月３０日発送
　
　　　　　　１９～２２歳　　７月　９日発送
　　　　　　　　　　　　　　　※到達後～8/31 県の大規模接種会場で接種可能
　　　　　　　　　　　　　　　　9/1～　　　　すべての会場で接種可能
　
　　　　　　１６～１８歳　　未定　モデルナワクチンの使用の可否に合わせ発送
　　　　　　１２～１５歳　　未定　国による接種方針等の決定に合わせ発送

接  種  会  場

【個別・集約接種】　　　　病院・診療所　２１８箇所

【集　団　接　種】　　新　ＪＡ金沢市本店　　　（松寺町未59番地1）
　　　　　　　　　　　　　金沢市役所第二本庁舎（柿木畠1番1号）
　　　　　　　　　　　　　石川県予防医学協会　（神野町東115番地）
　　　　　　　　　　　　　金沢広域急病センター（西念3丁目4番25号）



【新型コロナ・ワクチン接種スケジュール】　

人数

12

50～59歳 61,000

59 40～49歳 66,000

歳 23～39歳 82,000

19～22歳 20,000

16～18歳 12,000

12～15歳 16,000

※ 6/21～職場・大学等による職域接種開始

※ 7/ 4～県大規模接種「いしかわ県民ワクチン接種センター」が本格運用（19～22歳の若年層を対象）

10月区　分 6月16日以降 7月 8月 9月

医療従事者等 ―

65歳以上 121,000

64歳以下 283,000

60～64歳 26,000

基礎疾患あり ―

高齢者施設・
児童福祉施設等

従事者
―

～

そ
の
他

申請期間

6/16～6/30

6/16以降 児童福祉施設等に順次接種券発送

※市の集団接種会場に優先枠を設定

7/1 接種券発送 (到達後接種可能)

※市の集団接種会場に優先枠を設定

7/1以降 準備が整い次第、順次、接種券発送 (到達後接種可能)

※市の集団接種会場に優先枠を設定

7/16 接種券発送 （到達後接種可能）

7/23 接種券発送 （到達後接種可能）

7/9 接種券発送

※到達後～8/31 県の大規模接種会場で接種可能 9/1～ すべての会場で接種可能

7/30 接種券発送 （到達後接種可能）

未定 モデルナワクチンの使用の可否に合わせ接種券発送 （到達後接種可能）

6/28の週に接種完了

10月末を目標に12歳以上の方の接種を完了

７月末 接種完了
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12～64歳の方 10月末 接種完了

未定 国による接種方針等の決定に合わせ接種券発送 （到達後接種可能）



３．各種団体のみなさまへのお願い
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①【ワクチン接種のための環境整備】 
  

  従業員への計画的なワクチン接種の勧奨に加えて、特別休暇の利用や接種日の出勤扱い、 

副反応のあった方へのご配慮など、それぞれの実情に即した対応により、従業員がワクチンを 

接種しやすい労働環境の確保にご協力をお願いします。 

 

 

 

②【企業・大学等による職域接種の推進】 
    

接種の加速化を図るため、賛同する企業や大学等において職域単位での接種のご検討をお願い 

します。  

 

 

 

③【差別や偏見の排除】 
    

基礎疾患のある方では、症状が重い方など、接種を慎重に検討した方がよい場合があります。 

また、接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。 

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることの 

ないようお願いします。 


